
領収書について         別紙 

 

領収書のないものは、当補助金の対象として認められません。必ず領収書をもらい管

理してください。領収書が合計額が交付金額（対象経費）に満たない場合は、その分を

返還していただきます。 

 

1. 領収書について確認事項 

   領収書には以下が明記されていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇インターネットで購入し領収書が発行されない場合 

次の資料をすべて提出してください。 

①購入したことがわかる資料 

※購入者氏名（＝補助事業者（代表者））、販売者、購入品目、金額、購入日が記載されて

いる資料。 

②クレジットカードの利用明細書、銀行振込明細書等 

 

〇補助団体名義でない場合 

購入者との関係を示す資料（団体名簿）及び補助事業者（代表者）の証明を明細書に追記

してください。 

記載例：「○月○日購入の（品物名・税込△△円）は■■会で使用するために××氏に購入・

支払を依頼したものであることを証明する㊞」 

 

〇交通費の支払いについて 

団体に対し個人が領収書を書く場合は、支給台帳を作成するなどして、必ず根拠と領収し

た事実を残してください。 

 

 

 

 

 

令和 5 年度豊田市市民活動促進補助金  ３月●日  山田太郎  提出   



 

2. 領収書の見本 

領収書を補助金科目（消耗品費、備品費など）ごとに分け、原本をＡ４用紙（縦）に重

ならないように貼付けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 領収書の提出方法 

 

① 領収書原本を市民活動センターに持参 

領収書等の原本確認をセンターで行い、「○月○日 とよた市民活動センター確認」等 

確認署名や確認印を押して返却させていただきます。 

 

② 電子データで提出 

・ 領収書の原本に「令和 5 年度豊田市市民活動促進補助金 〇月〇日（提出日） 申

請者名（提出者名）」を追記してください。 

・ 領収書等の原本を保管し、市の求めに応じて提出をお願いします。 

（補助金関係書類の標準保存期間：５年間） 

 

4. 補助金の使用用途（対象経費）の変更について 

補助金の使途や申請金額を変更する場合には、計画変更申請書の提出及び審査が必要と

なります。必ず事前に活動センターまでご相談ください。 

 

はじめの一歩部門においては、補助対象経費の交付金額分、

活動ステップアップ部門、新規事業チャレンジ部門については、交

付金額のみではなく、補助対象経費額全体の領収書を提出し

てください。 

 


